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警戒レベル4が
「避難指示」に一本化されました

　これまで、警戒レベル４は「避難指示（緊急）」
および「避難勧告」となっていましたが、避難の
タイミングが分かりづらい等の理由から、災害対
策基本法の一部が改正され、「避難指示」に一本化
されました。
　避難とは、「難」を「避」けることであり、必ず
しも避難所に避難しなければならないというもの
ではありません。
　以下に避難の例を示します。
　ご自身の状況に応じた避難の方法について、普
段から考えておきましょう！

避難行動について

「緊急安全確保」　警戒レベル５
　急激に災害が切迫するなどして避難する
ことができなかった際、立退き避難から行
動を変容し、命の危険から身の安全を可能
な限り確保するため、その時点でいる場所
よりも相対的に安全である場所へただちに
移動すること。

「立退き避難」
　災害リスクのある区域等の居住者等が、自宅・
施設にいては命が脅かされるおそれがあること
から、その場から離れ、対象とする災害から安
全な場所に移動すること。
 
避難のタイミング
　警戒レベル３「高齢者等避難」
　警戒レベル４「避難指示」

「屋内安全確保」
　災害リスクのある区域等に存する自宅・施設
において、上階への移動や高層階に留まること
などにより、計画的に身の安全を確保すること。
居住者等がハザードマップなどを確認し、自ら
の判断で対応するもの。
 
避難のタイミング
　警戒レベル３
　「高齢者等避難」
　警戒レベル４
　「避難指示」

想定最大浸水深

※上記チラシは町ホームページにも掲載しています。
　http://www.town.kamisato.saitama.jp/5603.htm
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上里町防災フェスティバルの中止について

ペットのための防災対策
　広報かみさと６月号で、「“わが家”でできる 防災対策」について掲載させていただきました。
　今回は、家族の一員であるペットと一緒の避難に備え、「ペットのための防災対策」についてお知らせい
たします。台風シーズンを前に、準備や訓練をしておきましょう。

〇災害時、ペットと一緒に避難する際のポイント
　①ペットは「同行避難」が原則です。また、避難所におけるペットの飼育は、盲導犬・聴導犬・介助犬を除き、

飼い主と別の場所になります。
　②ペットを入れるケージは避難所にはありませんので、飼い主が用意をしてください。
　③逃げてしまっても、すぐに見つかるように、首輪に名札などをつけてください。
　　マイクロチップも効果的です。
　④避難所には、他の動物もいます。ペットがケージの中で過ごせるよう、日ごろから健康管理やしつけ

（ケージを嫌がらないようにすることや、「待て」「おすわり」ができるようにするなど）をお願いします。

〇ペットのための防災バッグを確認しましょう
　持ち出し品チェックリスト（例）
　□５日分以上の餌と水（環境省推奨）
　□食器　　□タオル　　□ポリ袋
　□キャリーバッグ、ケージ
　□予備の首輪、リード
　□排泄物の処理道具（ペットシーツ、ビニール袋、新聞紙等）
　□飼い主の連絡先やペットの情報を記録したもの
　　（ワクチンの接種状況、病歴・薬の情報など）
　□手入れ用品（ブラシ、ウェットティッシュ等）
　□マジック、ガムテープ、はさみ等の文房具
　□お気に入りのおもちゃ

ごみ　　つうしんゼロ

令和３年５月のごみの量は…
家庭系ごみ（可燃・不燃・有害・粗大）

排出量 ６６７．８ｔ
【ひとり１日あたり約７００ｇ】

埼玉県内のひとり１日あたりのごみの
排出量は約524ｇです。（H30年度）

～減らす・分別・再利用を心がけましょう～

問合せ…くらし安全課生活環境係【☎35－1226】

問合せ…くらし安全課防災安全係
　　　　【☎35－1226】

夏の交通事故防止運動夏の交通事故防止運動
令和３年令和３年７７月月1515日㈭～日㈭～2424日㈯は日㈯は
　　　『夏の交通事故防止運動』期間です　　　『夏の交通事故防止運動』期間です

◆スローガン◆スローガン
人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県人も車も自転車も　安心・安全　埼玉県

◆重点目標◆重点目標
県下統一目標県下統一目標
○子供と高齢者の交通事故防止○子供と高齢者の交通事故防止
○自転車の交通事故防止○自転車の交通事故防止
○飲酒運転の根絶○飲酒運転の根絶

◆問合せ◆問合せ
　くらし安全課生活環境係【☎　くらし安全課生活環境係【☎3535－1226】－1226】

　８月７日㈯に開催を予定していました防災フェスティバルは、新型コロナウイルス感染症の影響
により中止となりました。

問合せ…くらし安全課防災安全係【☎35－1226】
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後期高齢者医療保険後期高齢者医療保険に加入している皆さまへ
■後期高齢者医療被保険者証が更新されます
　７月中に新しい被保険者証を送付いたしますので、大切に
保管していただくとともに、8月以降に医療機関等で受診さ
れる場合は、新しい被保険者証を提示していただきますよう
お願いします。
　※新しい被保険者証は紺色です。
■均等割額の軽減率が一部変更になります
　世帯の所得状況に応じて次のとおり均等割額は軽減されます。

同一世帯内の被保険者および世帯主の令和２年中の
総所得金額等の合計額が下記の判定基準以下の場合

※下線部分は年金・給与所得者の数が２人以上の場合に計算します。

令和 3年度
均等割の
軽減割合

基礎控除額（43 万円）＋ 10 万円×（世帯の年金・給与所得者の数ー１）以下 ７割

基礎控除額（43 万円）+ 28.5 万円×世帯の被保険者数
＋ 10 万円×（世帯の年金・給与所得者の数ー１）以下 ５割

基礎控除額（43 万円）+ 52 万円×世帯の被保険者数
＋ 10 万円×（世帯の年金・給与所得者の数ー１）以下 ２割

■新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免措置について
　新型コロナウイルス感染症による主たる生計維持者（世帯主）の死亡、また重篤な傷病を負った世帯員
がいる方は申請により保険料免除となります。
　なお、主たる生計維持者（世帯主）の収入減少が見込まれる場合は減額となる場合もありますので、お
問い合わせください。
　問合せ
　　〇後期高齢者医療制度について…健康保険課医療年金係【☎35－1222】

　
本
庄
地
区
交
通
安
全
協
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

受
賞
資
格

▪
本
庄
地
区
交
通
安
全
協
会
の
会
員
で
あ
る
方

　
（
会
員
証
持
参
）

▪
表
彰
種
別
に
該
当
し
、
過
去
５
年
以
内
に
同
種
の
表
彰
を

受
け
て
い
な
い
方

受
付
期
間
…
７
月
16
日
㈮
～
８
月
31
日
㈫

受
付
場
所
…
本
庄
地
区
交
通
安
全
協
会
事
務
局

　
　
　
　
　
（
本
庄
警
察
署
内
）

申
込
方
法

①
優
良
運
転
者
表
彰
申
請
書
の
作
成

②
無
事
故
・
無
違
反
証
明
書
の
添
付

　
（
申
請
書
に
は
印
鑑
が
必
要
で
す
）

※
申
請
書
は
、
事
務
局
窓
口
で
用
意
し
て
い
ま
す
。

※
証
明
書
は
、
左
記
の
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
で
各
自

が
交
付
を
受
け
て
下
さ
い
。
な
お
、
証
明
書
の
取
り
寄
せ

に
は
10
日
程
度
か
か
り
ま
す
。

▪
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
埼
玉
県
事
務
所

　
（
鴻
巣
免
許
セ
ン
タ
ー
）

　
【
☎
０
４
８‒

５
４
１‒

２
４
１
１
】

※
詳
し
く
は
事
務
局
窓
口
で
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

表
彰
種
別
…
５
年
間
・
10
年
間
・
15
年
間
・
20
年
間
・

　
　
　
　
　
25
年
間
・
30
年
間
・
35
年
間
・
40
年
間
・

　
　
　
　
　
45
年
間

表
彰
式
…
10
月
21
日
㈭
、
午
後
４
時
か
ら
（
予
定
）

　
　
　
　
（
本
庄
市
役
所
６
階
大
会
議
室
）

問
合
せ
…
本
庄
地
区
交
通
安
全
協
会
事
務
局

　
　
　
　
（
本
庄
警
察
署
内
）
本
庄
市
本
庄
４
丁
目
２‒

７

　
　
　
　
【
☎
21‒

４
６
９
２
】
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国民年金保険料国民年金保険料の免除制度免除制度について
　経済的な理由や災害等により、保険料を納めることが困難なときは、申請し承認されると保険料が免除
されます。
　被保険者の方々の負担能⼒に応じて、下記のような段階別の免除基準があります。

【期間】
　令和３年７月以降の国民年金保険料免除申請は７月から受け付
けます。保険料の免除を希望される方は７月１日以降に申請の手
続きをしてください。
（申請時点から２年１か月前までの期間について、さかのぼって
免除申請もできますので、未納期間がある方は早めの手続きをお
願いします。）

【対象】
　免除の対象になるかどうかは、本人・配偶者・世帯主の前年の
所得がそれぞれ免除基準以下であることが条件となります。ま
た、災害や失業等の理由による申請もできます。その際は、公的
機関で発行する証明書等を添えてください。申請は毎年必要です
が、全額免除・納付猶予に該当する場合は希望により翌年手続き
をしなくても継続して申請できる制度があります。

※�保険料の免除の承認を受けた
期間があると保険料を全額納
付したときに比べ、将来受け
る年金額が少なくなります。
免除承認期間分の保険料を後
から納めること（追納）で年金
額を増やすこともできますの
で、あわせてご検討ください。

問合せ…熊⾕年金事務所
　　　　【☎048－522－5012】
　　　　健康保険課医療年金係
　　　　【☎35－1222】

国民健康保険国民健康保険からのお知らせ
◆８月１日から国民健康保険「被保険者証」が更新されます
　新しい被保険者証は、７月中に簡易書留で郵送いたします。また、別途通知した方は、役場窓口で納税
相談の後に被保険者証を交付いたします。
　町では令和２年８月から、国民健康保険の被保険者証と高齢受給者証の一体化を行いました。そのため、
70歳以上の方には高齢受給者証（黄色いハガキサイズのもの）に代わり、「被保険者証兼高齢受給者証」（一
部負担金の負担割合を記載したもの）が交付されます。

◆国民健康保険の加入・脱退手続きについて
　職場の健康保険に加入・脱退した場合は、国民健康保険への脱退・加入の手続きが必要です。
　手続きが遅れると、さかのぼって国民健康保険税を納めることになったり、職場の健康保険料と国民健
康保険税を二重に支払ってしまうことがあります。
　
≪国民健康保険に加入する手続きに必要なもの≫
　①マイナンバーカードまたは通知カード
　②社会保険等の資格喪失証明書等（被扶養者がいた場合はその方の氏名も記載されたもの）
　③本人確認書類（顔写真付きの身分証明書は1点、顔写真のないものは2点）

≪国民健康保険を脱退する手続きに必要なもの≫
　①国民健康保険の保険証
　②新たに加入した健康保険の保険証　　　　　　　　問合せ…健康保険課医療年金係【☎35－1222】
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町
長
コ
ラ
ム
山
下
　
博
一

㉞

豪
雨
災
害
等
に

　
　
　
　
備
え
ま
し
ょ
う
！

　
こ
こ
数
年
、
豪
雨
災
害
は
激
甚

化
、
頻
発
化
し
て
い
ま
す
。
特
に
、

令
和
２
年
７
月
豪
雨
は
、
７
月
３

日
か
ら
31
日
に
か
け
て
熊
本
県
を

中
心
に
九
州
や
中
部
地
方
（
長

野
・
岐
阜
）
な
ど
日
本
各
地
で
被

害
が
発
生
し
た
集
中
豪
雨
で
し
た
。

熊
本
県
を
流
れ
る
球
磨
川
水
系
は

13
か
所
で
氾
濫
・
決
壊
し
、
約

千
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
浸
水
し
ま
し
た
。

最
近
、
天
気
予
報
で
「
線
状
降
水

帯
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し

ま
す
が
、
令
和
２
年
７
月
豪
雨
の

際
に
は
、
九
州
地
方
だ
け
で
13
事

例
の
線
状
降
水
帯
が
発
生
し
て
い

た
よ
う
で
す
。
広
い
範
囲
で
こ
れ

ま
で
に
経
験
の
な
い
雨
量
が
、
10

時
間
以
上
も
の
間
、
降
り
続
い
て

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。

　
大
雨
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
は
、

ま
ず
、
危
険
な
場
所
に
近
づ
か
な

い
こ
と
。
大
雨
に
な
る
と
、
中
小

河
川
で
も
激
流
に
な
っ
て
、
多
く

の
方
が
命
を
落
と
す
危
険
な
川
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
必
要
な
情
報

を
集
め
、
想
像
力
を
働
か
せ
る
習

慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
大
事
で

す
。
例
え
ば
、
近
隣
に
河
川
が
あ

れ
ば
、
溢
れ
た
時
に
ど
う
逃
げ
る

か
を
イ
メ
ー
ジ
し
、
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
で
避
難
場
所
や
避
難
経
路

を
確
認
し
て
お
く
こ
と
。
事
前
に

避
難
時
の
行
動
を
検
討
す
る
時
間

を
作
り
、
自
分
の
目
で
現
地
を
確

認
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

満
64
歳
以
下
の

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て

　
町
で
は
、
基
礎
疾
患
の
あ
る
方
、

満
64
歳
以
下
の
対
象
者
の
皆
さ
ま

へ
、
７
月
中
に
接
種
券
を
発
送
で

き
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
お
り
ま

す
。
台
風
シ
ー
ズ
ン
に
入
る
前
に

よ
り
多
く
の
方
々
に
接
種
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
、
で
き
る
だ
け
速

や
か
に
、
医
療
関
係
者
の
ご
協
力

を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
進
め
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。　

　
ま
た
、
高
齢
者
の
方
で
ワ
ク
チ

ン
接
種
を
受
け
る
か
ど
う
か
悩
ま

れ
て
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

思
い
ま
す
が
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
は

自
分
を
守
る
た
め
だ
け
の
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
口
の
一
定
以

上
の
割
合
が
免
疫
を
持
ち
、
集
団

免
疫
が
実
現
す
れ
ば
、
体
の
体
質

や
病
気
の
関
係
で
接
種
を
受
け
ら

れ
な
い
方
を
感
染
症
の
脅
威
か
ら

守
る
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
。

　
自
分
や
家
族
、
他
の
人
の
暮
ら

し
の
安
心
と
命
を
守
る
た
め
、
町

民
の
皆
さ
ま
の
御
協
力
を
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

▲ワクチン集団接種
訪問時の様子

　『
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
』
と
は
、
す
べ
て
の
国
民
が
犯
罪
や

非
行
の
防
止
と
、
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
更
生
に
つ
い
て
理
解
を

深
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪
や
非
行

の
な
い
安
全
・
安
心
な
地
域
社
会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な
運

動
で
す
。

　
犯
罪
や
非
行
が
生
ま
れ
る
の
は
地
域
社
会
で
あ
り
、
ま
た
罪
を

償
い
改
善
更
正
を
果
た
す
場
も
ま
た
地
域
社
会
で
す
。
罪
を
犯
し

た
人
も
非
行
の
あ
る
少
年
も
、
い
ず
れ
は
改
善
更
正
し
て
社
会
に

復
帰
し
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
、
よ
り
よ
い
社
会
の
実
現
を

担
う
立
場
に
あ
り
ま
す
。

　
彼
ら
が
立
ち
直
り
の
た
め
に
努
力
す
る
の
は
当
然
で
す
が
、
社

会
に
居
場
所
が
な
い
が
た
め
に
、
再
び
犯
罪
を
重
ね
て
し
ま
う
と

い
う
悪
循
環
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
す
。
犯
罪
や
非
行
の
な
い
安

全
・
安
心
な
地
域
社
会
を
築
く
に
は
、
国
・
県
・
町
の
機
関
が
各

種
施
策
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
犯
罪
や
非
行

か
ら
立
ち
直
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
を
、
地
域
社
会
の
あ
た
た
か
い

心
で
受
け
入
れ
、
見
守
り
、
支
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

　毎年７月１日から31日までの１か
月間を「社会を明るくする運動」強調
月間とし、全国的に各種事業・運動
が実施されます。運動実現には、専
門の機関や団体の努⼒に加えて、地
域社会の理解と積極的な協⼒が必要
となります。みなさまの理解と協⼒
をお願いします。

毎
年
７
月
は

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」強
調
月
間
で
す

～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～

問合せ…社会を明るくする運動上里町　
　　　　推進委員会
　　　　（町民福祉課社会福祉係内）
　　　　【☎35－1224】

▶行動目標
〇�犯罪や非行のない安全・安心な地域社
会を築くための取組を進めよう
〇犯罪や非行をした人たちの立ち直りを
支えよう

犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社
会
へ

できることから始めてみませんか？
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